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令和８年度　都市計画関連事業の実施方針 

 

１　基本方針 

 

　人口減少社会の到来に加え、社会経済情勢が大きく変動する中で、水戸市第７次総合計画に掲げ

る将来都市像である『こども育む　くらし楽しむ みらいに躍動する　魁のまち・水戸』の実現を

目指し、都市空間整備構想に定めた『水戸らしい地域拠点ネットワーク型コンパクトシティ』の構

築を進めることが必要である。 

　令和８年度の都市計画関連事業においては、「主要な幹線道路の整備推進」、「公園整備の推進」

及び「子育てしやすいまちづくりの推進」を重点的に行う。また、多様な主体のまちづくりへの参

画を引き続き促進することにより、市民との協働による重層的なまちづくりの展開を図っていく。 

 

 

２　主要施策 

　　 

（１）主要な幹線道路の整備推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３４，０００千円 

　　　○都市計画道路3･3･2号中大野中河内線ほか３路線の整備 

 

（２）公園整備の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１２，７００千円 

　　　○千波公園・大塚池公園整備事業等の推進 

 

（３）水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業の促進　　　　　　　　　　８５０，７２８千円 

　　　○市街地再開発事業補助金 

 

（４）子育てしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　　　　　　　　　４５，０００千円 

      ○子育てまちなか住宅取得支援事業 

　　　○移住支援事業　 
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施 策 の 概 要 

 

　水戸市都市計画マスタープラン（第３次）及び水戸市立地適正化計画（第２次）に基づき、「水

戸らしい地域拠点ネットワーク型コンパクトシティ」及び「誰もが便利に安心して暮らすことので

きるコンパクトシティ」の実現に向けた取組を実施する。 

 

（１）水戸駅北口駅前広場のバリアフリー環境整備 

水戸駅北口駅前広場は、本市の玄関口であり、多くの市民が利用する交通結節点であること

から、平成18年度から計画的にバリアフリー化を進めている。 

今年度は、ペデストリアンデッキ西側のスロープ改修工事を実施する。 

 

（２）都市計画の見直し 

　　　水戸市都市計画マスタープラン（第３次）に基づき、各種都市計画の見直しを行う。 

　　　今年度は、市議会で採択された「笠原地区の市街化調整区域における地区計画等を活用した

良好な市街地の形成を求める陳情」を踏まえ、当該地区における地区計画の策定を検討する。 

 

（３）偕楽園駅常設化可能性検討調査 

臨時駅である偕楽園駅の常設化の可能性について調査・検討を行う。今年度は、常設化が周

辺の交通体系や土地利用に対して与える影響等について整理する。  

 ○　都市計画推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都市計画課） 
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施 策 の 概 要 

 

（1）都市構造再編集中支援事業（都市再生整備計画事業）について 

都市構造再編集中支援事業は、「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う

一定期間内（概ね５年）の医療、社会福祉、子育て支援等の都市機能や居住環境の向上に資す

る公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対して総合的・集中的な支援を行い、各

都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業である。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（２）実施地区 

　　　本市では下記の２地区において事業を実施している。 

 
 

 

 名称 期間 主な事業

 
水戸市都市中枢地区（２期） R４～Ｒ８

・市民会館周辺の整備 

・水戸駅北口駅前広場の整備

 

水戸市内原駅周辺地区（２期） R７～Ｒ９

・内原駅橋上駅舎の整備（R５整備済） 

・内原駅自由通路の整備（R６整備済） 

・内原駅南口広場の整備

○　都市構造再編集中支援事業（都市再生整備計画事業）　　　　（都市計画課、関係課）
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（３）完了した地区及び事業について 

＜完了した地区＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区名称 事業期間

計画事業費 

（千円）
主な事業

 
内原町中心市街地地区 H16～H20 230,000

・土地区画整理事業 

・出会いの広場イベント事業

 
水戸市中心市街地地区Ⅰ H17～H21 7,131,000

・都市計画道路梅香下千波線整備事業 

・地域交流センター整備事業

 

水戸市中心市街地地区Ⅱ H22～H26 4,894,000

・新たな子育て支援センターの整備 

・二の丸周辺景観整備 

・備前堀水辺景観整備

 

赤塚駅周辺地区Ⅰ H18～H22 2,983,000

・都市計画道路赤塚駅水府橋線整備事業 

・大塚池公園整備事業 

・成就院池公園整備事業

 

新荘・常磐地区 H19～H23 1,273,500

・都市計画道路偕楽園公園上水戸線整備事業 

・常磐市民センター整備事業 

・老人福祉センター八幡荘移転改築事業

 

赤塚駅周辺地区Ⅱ H23～H27 2,506,000

・都市計画道路赤塚駅西線整備事業 

・大塚池公園整備事業 

・見和市民センター整備事業

 

水戸市中心市街地地区Ⅲ H27～H28 1,301,000

・弘道館・水戸城跡周辺地区の整備 

・南町地区の整備 

・新市民会館周辺の整備

 
水戸市都市中枢地区（１
期）

H29～Ｒ3 3,422,000

・南町地区の整備 

・新市民会館周辺の整備 

・水戸駅北口駅前広場の整備

 

水戸市千波湖周辺地区 Ｒ１～Ｒ５ 3,362,500

・千波公園施設の整備 

・千波湖水質浄化導水施設の整備 

・偕楽園周辺道路の整備

はみんぐぱーく・みと 

（水戸市中心市街地地区Ⅱ）

常磐市民センター整備事業 

（新荘・常磐地区）

＜完了した事業＞

見和市民センター整備事業 

（赤塚駅周辺地区Ⅱ）
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施 策 の 概 要 

 

景観法に基づく景観計画（第２次）（令和７年 10 月策定）及び景観条例に基づき、建築物

等の届出、公共施設の景観形成、景観重点地区内の建築物等への助成等を実施するとともに、

風致地区内の建築行為等や屋外広告物の規制を行い、水戸らしい美しい景観づくりを推進する。 

 

（１）建築物等の届出 

景観法に基づく景観計画区域内における行為の届出制度により景観形成基準を基に助言、

指導を行い、地域の特性を踏まえた景観形成を誘導する。 

 

 

（２）景観重点地区について 

① 備前堀沿道地区を平成 14 年８月に景観重点地区に指定。 

※備前堀沿道景観重点地区内の建築行為等に対し、平成15年度から補助を実施。 

（平成１５年度～令和７年度補助実績１４件） 

 

　　　　　　 

 

 

                                                                       

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

　　② 弘道館・水戸城跡周辺地区を平成 3１年 4 月 

に景観重点地区に指定。 

　　※弘道館・水戸城跡周辺地区の建築行為等に対し、 

令和２年度から補助を実施。 

（令和２年度～令和７年度補助実績１２件） 

 

 

   

 

 

 

（３）風致地区について 

風致地区内における建築行為等は、良好な自然的景観を維持するため、水戸市風致地区条例

（平成27年４月１日施行）に基づき、地区の特性を踏まえた規制誘導を行う。 

 

（４）屋外広告物について 

屋外広告物は、良好な景観の形成を推進する上で重要な要素であることから、水戸市屋外広

告物条例（平成 22 年 7 月 1 日施行）に基づき、地域の特性を踏まえた規制誘導を行う。 

 

（５）公共施設の景観形成 

公共施設については、地域の特性を踏まえた整備や維持・修繕を推進するほか、統一感のあ

るサイン整備に努め、景観形成の先導的役割の推進を図る。 

 

 年　度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 届出件数 58 41 51 54 61 84

 ○　景観形成の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都市計画課） 
                                          　　都市景観関係経費　６，６９３千円 
 

【備前堀沿道景観重点地区】

【弘道館・水戸城跡周辺景観重点地区】

備前堀

国道51号

水戸駅

国道51号

国
道
50号

弘道館

水戸城 
大手門

那珂川
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施 策 の 概 要 

 

　建築基準法及び都市計画法等の関係法令及び例規に基づき、建築物の安全を確保するとともに、

良好な都市環境の保全を図る。 

 

（１）建築基準法関係業務 

①　建築基準法に基づく建築確認の審査、建築物の特例許可、建築基準関係規定についての

啓発活動、私道の指定及び認定の審査等の業務を実施する。 

②　建築規制の実効性を確保するための中間・完了検査を実施するとともに、検査の受検を

推進する。 

③　地区計画の実効性を担保するため、地区計画の区域内における建築物等に関する制限に

係る条例（建築基準法第６８条の２第１項参照）の運用を行う。 

④　交通の安全確保等の観点から、市道の敷地後退において、すみ切りの確保を推進する。 

 

（２）宅地開発関係業務 

①　都市計画法に基づいて行う開発行為等に関する許可等の業務を実施し、秩序ある市街　

化の形成を図る。 

②　宅地造成及び特定盛土等規制法に基づいて行う盛土等に関する工事の許可等の業務を

実施し、盛土等による災害の防止を図る。 

 

（３）相談業務 

都市計画法、建築基準法等の関係法令についての解釈等に関する相談業務を実施する。 

　　　 

（４）紛争予防・苦情対応等関係業務 

①　安全かつ快適な居住環境の保全及び形成を図るため、違反建築物等について是正・指 

導を行うとともに、茨城県建築士会の協力を得ながら違反建築物未然防止パトロールを

実施する。 

②　中高層建築物等の建築にあたっては事前周知・あっせん等を行い、建築紛争予防の観点

から指導を行うとともに、良好な近隣関係の保持に努める。 

 

（５）防災・環境保全関係業務 

　　　①　震災による２次被害防止の観点から応急危険度判定士の養成を推進し、職員の資格保

有率を高めるとともに、判定技能の維持・向上のための訓練を実施する。 

　　　②　年２回の防災週間に、消防本部と協力して防災査察を行う。 

　　　③　対象建築物の解体等における分別解体と再資源化を義務付けた建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律に基づき業務を実施する。また、実効性確保の観点から、茨城

県解体工事業協同組合と連携したパトロールを実施する。 

　　　④　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）に基づき建築物に

係る省エネルギー化について業務を実施する。 

　　　⑤　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の審査・認定を行う。 

　　　⑥　都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の審査・認定を

行う。 

　　　⑦　水戸市耐震改修促進計画に基づき民間建築物の耐震化を促進するため、耐震化支援を

実施する。 

 

（６）ひとにやさしい建築物関係業務 

　　　①　バリアフリー法、ひとにやさしいまちづくり条例に基づきひとにやさしい建築物の普

及の推進に努める。 

　　　②　建築基準法に基づきシックハウス症候群の原因とされる住宅の内装材等使用規制と換

気設備の導入について審査し、指導を行う。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○　建築及び開発に関する指導業務の推進     　　　　　　　　       （建築指導課）
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施 策 の 概 要 

 

豊かな水と緑を活用し、地域に密着した特色ある都市公園の整備を進め、潤いのある生活空間の

確保を図る。 

 

（１）千波公園整備事業 

千波湖周辺は多くの人に親しまれ利用されている水戸市

のシンボル空間であり、交流拠点としてさらなる魅力創出に

向けた整備を実施する。 
令和８年度は、波浪等により浸食された湖岸の整備を行

う。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　予算額　　５５，０００千円 

 

 

 

（２）大塚池公園整備事業 

　　　大塚池は冬に多くの白鳥が飛来する場として、また、自然

や水辺環境のふれあいの場として多くの人に親しまれてい

る。地域の拠点公園として、市民が憩う水と緑の良好な空間

づくりに努める。 

　　　令和８年度は、トイレ改築工事を実施する。 

 

　　　予算額　　２０，０００千円 

 

 

（３）東部公園整備事業 

サッカー場や野球場などのスポーツ施設を中心としたスポーツ・レクリエーションゾーン

と花や緑、水に親しめる自然公園ゾーンの２つの性質を持つ総合公園として整備を進める。 

令和８年度は、サッカー場及び管理棟の整備を行う。 

　　　 

　　　予算額　　２４５，０００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（４）保和苑整備事業 

純日本庭園として、また、あじさいの名所として、６月には 

あじさいまつりが開催され、市内外から観光客で賑わう。 

令和８年度は、景観に配慮しながら園路の整備を実施する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　予算額　　　６，０００千円 

 

（５）都市公園安全・安心対策事業 

　　  公園施設の老朽化が進む中で、安全で快適な利用を確保する

ために、水戸市公園施設長寿命化計画に沿って、公園施設の補

修、改修工事を計画的に行う。 

令和８年度は、保和苑の老朽化した擁壁の改修や逆川緑地の木道改築等を実施する。 

 

 予算額　　　８３，２００千円 

 

 

 

 

○　公園整備の推進　　　　　                　　　　　　　　　　 （公園緑地課） 

投資的予算額 ５１２，７００千円　

大　塚　池　公　園

千　波　公　園

保　和　苑
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施 策 の 概 要 

 

都市公園、児童遊園等について、安全で快適な憩いの場となるよう施設の維持管理を行うととも

に、緑の保全に係る普及啓発を推進する。 

 

（１）都市公園等管理事業 

都市公園１３７箇所及び児童遊園３３４箇所の維持管理を行うとともに、公園愛護会（１７

７団体）の活動に対し支援を行う。また、有料公園施設として植物公園の管理運営を行う。 

業務については、指定管理者の（一財）水戸市公園協会へ委託。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）グリーンストック事業 

市民から不要になった庭木等の提供を受け、希望する市民の方へ無償で譲渡する。 

（（一財）水戸市公園協会事業） 

 

（３）緑化運動の推進 

市民団体である「街を花と緑でいっぱいにする会」、「千波湖周辺の公園と自然を愛する市民

の会」、「大塚池公園を愛する市民の会」、「水戸藩にまつわる薬草園の会」による公園等の緑化

活動に対し支援を行う。 
（（一財）水戸市公園協会事業） 

 

 

 

 

 

 

 ○　公園等の管理　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　（公園緑地課） 

　公園等管理費　８５８，９０９千円　 
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 令和８年度千波公園周辺事業箇所 
 
  千波公園 
　　①湖岸浸食防止工事 
 　逆川緑地 
　　②木道改築工事

②

①
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施 策 の 概 要 

 

　保存樹等の指定、生垣設置奨励補助事業、緑化基金事業等を行い、市民の主体的な参加のもとに、

緑化の推進及び緑の保全を図る。 

 

 

（１）保存樹等の指定 

市内の貴重な樹木や巨木を保存樹として指定し保存のための奨励金を市民に交付する。 
 

 

 

 

 

 

 

　 

 

（2）生垣設置奨励補助事業 

生垣を設置する市民に補助金を交付する。 

　　　 

（令和５年度実績：２件） 

（令和６年度実績：３件） 

（令和７年度実績：‐件） 

 

　 

 

 

 

（3）緑化基金事業 

基金の収益等により、緑化の推進や緑の保全に関する事業を実施する。 

 

 

　 

 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 令和６年３月31日現在 令和７年３月31日現在 令和８年３月31日現在

 保存樹 １６３本 １５６本 １５３本

 保存樹林 566,203㎡ 534,886㎡ 532,781㎡

 保存生垣 1,334㎡ 1,056㎡ 1,056㎡

 ○　緑化の推進　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公園緑地課） 

緑化推進対策費　９，８９５千円　
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水戸駅

N

国道51号

ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝ
ﾃﾞｯｷ

事業区域

 

 

 

施 策 の 概 要 

 

大規模商業施設が撤退して以降、低未利用地の増加や既存建物の老朽化による防災面での課題

を有していた当該地区において、敷地の一体的な土地利用と都市機能の更新を図り、水戸の玄関口

にふさわしい交流・まちなか居住拠点の形成、歴史的資源への誘客拠点の創出等を目指す。 

 

（１）事業概要 

事業箇所：三の丸１丁目地内 

事業主体：水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合 

事業面積：約1.0ha 

延床面積：約24,965㎡ 

概算事業費：約121億円 

主要用途：店舗、業務、住宅、駐車場、歩行者専用通路 

　　　　　住宅戸数　184戸 

 

（２）令和８年度の事業内容 

建築工事 

 

（事業箇所図）　　　　　　　　　　　　　（配置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（イメージパース） 

 

○　水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業の促進　　　　　　　　　（市街地整備課） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　投資的予算額　　８５０，７２８千円
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施 策 の 概 要 

 
内原駅周辺地区整備は、事業完了した駅北の土地区画整理事業とともに拠点開発の効果を一層

高めるため、橋上駅舎・自由通路・駅南口広場等の整備を進め、利便性の高い交通結節点として機

能強化を図ります。併せて歩行者等の安全確保や周辺道路の混雑緩和にも取り組み、鉄道によって

分断されている駅南北の市街地を一体化し、駅周辺のバリアフリー化の推進も含め、地域に相応し

い充実した拠点開発を目指す。 
 
 

（１）令和８年度の事業内容 

内原駅南口広場整備工事　他 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○ 位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ○　内原駅周辺地区整備の推進　　　　　　　　　　　　　　　　（市街地整備課） 

投資的予算額　５１２，６００千円　

内 原 駅 周 辺 地 区

内原駅

【南口写真】

【北側自由通路】
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施 策 の 概 要 

　 

地域の特性を生かし、快適で安らぎを感じさせる良好なまちづくりを進める。 
 

※東前第一、第四土地区画整理事業については事業完了 

 

東前地区全体計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 
東前第一土地区画整理事業 東前第二土地区画整理事業 東前第四土地区画整理事業

 施行面積 21.2ha 39.5ha 15.6ha
 事 業 年 度 H３年度～H１１年度 H７年度～R８年度 H５年度～R１年度
 施 行 者 東前第一土地区画整理組合 水　戸　市 水　戸　市
 計 画 人 口 １,７００人 ３,２００人 １,３００人
 事 業 費 2,546,380千円 5,300,000千円 3,204,000千円
 減 歩 率 34.5％ 33.2％ 32.4％
 公共施設の概要
 都市計画道路 3・5・104号東前大串線  

（W=12m L=795m） 
3・5・106号大串東前線 

（W=12m L=268m） 
７・６・1号東前原線　  

（W=10m L=2３６m）

3・５・105号東前西線　 

（W=12m L=706m） 
3・5・106号大串東前線　 

（W=12m L=421m） 
3・5・160号東前北線    

（W=12m L=454m） 

７・６・1号東前原線　  

（W=10m L=313m） 

 

3・3・126号島田六反田線  

（W=25m L=451m） 
3・5・104号東前大串線　  

（W=12m L=285m） 
3・5・160号東前北線　  

（W=12m L=619m）

 公園・緑地 街区公園（３か所） 

A＝6,401㎡

街区公園（4か所） 

A＝11,880㎡ 
緑地      　　　　  　　 

A＝7,178㎡

街区公園（２か所） 

A＝6,255㎡

○　東前地区における土地区画整理事業　　　　 　　　　　　　　 （市街地整備課） 

投資的予算額　１４２，９００千円　

東前第二地区
東前第四地区

東前第一地区
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施 策 の 概 要 

 

　子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、まちなか居住を促進し、人口集積を図ることに

よって、まちなかのにぎわいを創出するため、住宅取得費用を支援する。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区　分 内　　容

 

対象者
対象児童（住宅取得時に中学生相当以下）と同居しており、今後10

年以上取得した住宅に居住する意思がある者
 

基本額 住宅及び土地の購入費用の2％（上限30万円）

 

加 算 額

・多子加算　２人目以降の対象児童の数×10万円 

・空き地、空き家・中古住宅加算　10万円 

・市外からの移住者加算　10万円
 

【対象区域】 

水戸市立地適正化計画に定める居住誘導区域のうち、三の丸・五軒・新荘・常磐

小学校区に含まれる区域 

○　子育てまちなか住宅取得支援事業　　             　　　　　 　（住宅政策課） 

予算額　２０，０００千円　
投資的予算額　３１８，０００千円　
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施 策 の 概 要 

 

　移住やＵＩＪターンに伴う経済的負担を軽減するとともに、就職情報の不足によるミスマッチ

の解消を図ることにより、移住・ＵＩＪターン希望者の多様なニーズに応じた本市への移住及び市

内企業への就職の円滑な実現を図るため、対象者に移住支援補助金を交付する。 

 

 

 
 

 

対 象 者

転入直前の１年間、及び転入直前の10年間のうち通算５年以上東京

23区に在住または東京圏（東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県の一

部）在住で東京23区に通勤していた者で、本市へ移住し対象となる企

業等に就業又は起業等した者
 

就職先等

・県が創設するマッチングサイトに登録した中小企業等に就業した者 

・国が行う専門人材事業を利用して移住及び就業した者 

・テレワークのために移住し、新たに水戸市内において住宅を新築ま 

たは水戸市内の住宅を購入した者 

・県が行う起業支援金の交付決定を受けた者 

・県内の農林水産業（専業に限る）へ就業、または承継した者で、か

つ関係人口に関する支給対象者の要件に該当する者 

・市町村等において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受

けている者で、かつ関係人口に関する支給対象者の要件に該当する

者
 

移住要件

・転入後3か月以上1年以内に申請を行う者 

・申請日から5年以上、継続して居住する意思がある者 

※交付申請日から5年以内に転出した場合は、居住していた期間に応

じて補助金を返還してもらうこととなる。
 

補 助 額

・単身での移住の場合：60万円 

・世帯での移住の場合：100万円 

・子ども加算：申請年度の４月１日時点で18歳未満のこどもの数×

100万円

○　移住支援事業　　             　　　　　 　　　　　　　　　　（住宅政策課） 

予算額２５，０００千円　
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施 策 の 概 要 

 

　水戸市公営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した市営住宅について、将来にわたり安全で快適

な住環境を確保するため、改修事業を推進する。 

 

　令和８年度の事業内容 

 

　（１）屋根・外壁改修工事　　　　　　　　　（２）給水管改修工事 

　　　　河和田住宅52-2棟・52-３棟                  平須住宅11棟・12棟 

　　　　双葉台住宅５棟　 　　　　　　　　　　　 

 

　（３）昇降機改修工事　　　　　　　　　　　（４）屋根・外壁改修工事実施設計委託 

　　　　緑岡第１住宅７棟　　　　　　　　　　　　　　　河和田住宅52-4～７棟 

　　　　 

（５）給水管改修工事実施設計委託　　　　　（６）解体設計業務委託 

　　  河和田住宅51-８棟・９棟　　　　　　　　　　　花畑住宅１～６棟 

　　  河和田住宅52-１～３棟 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○　公営住宅長寿命化改修事業　　　　                　　　　　（住宅政策課） 

投資的予算額　３６９，９００千円　

双葉台住宅

河和田住宅

緑岡第１住宅

平須町住宅

花畑住宅

赤塚駅

内原駅

国道50号バイパス
常磐自動車道

千波湖

水戸駅

◎水戸市役所
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施 策 の 概 要 

 
　都市計画道路３･３･２号中大野中河内線ほか３路線について、設計施工等を行う。 

 

 

 
路線名（番号）

計画概要
事業内容（R8） 事業認可期間  延  長 幅  員

 3･3･2号中大野中河内線 796ｍ

 (松が丘工区) 796m 25～30m 街路築造 H10～R11

 3･4･5号偕楽園公園上水戸線 332m 18m 道路改良工事 H28～R７

 3･3･30号赤塚駅水府橋線 740m

 (堀２工区) 740m 22m 補償調査、用地・補償 H28～R8

 3･4･14号栄町若宮線 550m 18m 予備設計 未定

 計 2,418m

 ○　都市計画道路（街路事業）の整備推進（市街地整備課、道路建設課） 
 　              　　　　　　　　　　　　投資的予算額　　３３９，０００千円　 
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水戸市都市計画部行政機構図

都市計画部

都　市　計　画　課 経理係

計画係

景　　　観　　　室 景観係

建　築　指　導　課 指導係

審査第１係

審査第２係

開　発　指　導　室 宅地開発係

公　園　緑　地　課 緑化係

施設係

千 波 湖 管 理 室 千波湖係

市 街 地 整 備 課 整備係

整備係東前地区開発事務所

内原駅南口周辺地区整備事務所 整備係

住　宅　政　策　課 政策係

市営住宅係

令和８年４月１日
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